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仮想通貨の法律構成

梁 士
口 章

I はじめに（1)

2016年6月3日，「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀

行法等の一部を改正する法律Jが公布された。同法は信託業法，電子記録債

権法などの多くの法律を一部改正するものであるが，「資金決済に関する法

律」（資金決済法）（平成21年法律第5θ号）もその一つで，改正によって同

法に「仮想通貨」という概念が加えられた（21。

改正法によれば「仮想通貨」とは，（1）物品の購入，もしくは借受け，ま

たは役務の提供の代価の弁済に，（2）不特定多数の者に対して使用し，（3)

不特定の者を相手に売買が可能であって，（4）財産的価値を有し，（5）電子

情報処理組織を用いて移転することができるものと，（1）前記のものを不特

定者を相手に相互交換でき，（2）畳屋血血隼であって，（3）電子情報処理組

織を用いて移転することができるものをいう（3）。典型的にはピットコインで

ある。改正前の資金決済法は「前払式支払手段」を対象としこれは主とし

( 1) 本稿は， 2016年9月3日に国際取引法学会・金融税制部会で行った報告に加筆修正

したものである。

(2) 同改正法は，金融グループにおける経営管理の充実，共通・重複業務の集約等を通

じた金融仲介機能の強化， ITの進展に伴う技術革新への対応と仮想通貨への対応の4

点を挙げている。改正法は，銀行法，農業協同組合法なと寺への追加改正を規定し，資

金決済法も同時に改正した。施行日は公布から 1年以内である。

( 3) 改正後の資金決済法2条5項l号と 2号。
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て「証票，電子機器その他の物に記載され，または電磁的方法により記録さ

れる金額に応ずる対価を得て発行される証票等」のことであり，発行者があ

ることを前提としていたが，仮想通貨は特定の発行者の存在を前提としない

点に特色がある。

では「仮想通貨」は「通貨」なのだろうか。

法律の上では，わが国の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」（通

貨法）（昭和 62年法律第 42号）は「通貨とは貨幣（鋳造貨）と日本銀行券を

いう」としている（ 2条3項）。仮想通貨は，法律上「通貨Jではない。

ただし金融政策や経済上の「通貨」概念は，法律上の定義とは異なって

いる。金融当局が発表するマネー・ストック統計は，現金通貨＋預金通貨を

Mlととらえ，金融政策上考慮される。現金通貨とは銀行券発行高と貨幣の

流通高をいい，預金通貨とは要求払預金（主として当座預金，普通預金）か

ら金融機関が保有する手形小切手を差しヲ｜いたものをいう。預金通貨も現金

通貨と同様の経済的機能があるからである。現時点ではマネー・ストック統

計に「仮想通貨」は含まれない。

本来人間の生活に必要な衣食住の必需品，生産道具や知的活動に要するも

のに価値があるのであって，「通貨」も「仮想通貨」も価値の計算単位，交換

手段，蓄積手段に過ぎず，それ自体が価値ではないことは共通している。換

言すると現金通貨も預金通貨も本源的な価値からみれば，いずれも「仮想」

なのである。「仮想通貨」は電磁的に処理されるといっても，預金通貨自体す

でに電磁化されており，「仮想」性は単に程度の差でしかない。「仮想通貨J

が「通貨」ではないとしても単なる定義の違いに過ぎないことになる。

「通貨」と「仮想通貨」には違いもある。その一つは，後者には発行者がな

いことである。通貨法は「貨幣の製造及び発行の権能は，政府に属する」と

し（ 4条 l項），銀行券の発行について日本銀行法（平成9年法律第 89号）

は「日本銀行は，我が国の中央銀行として，銀行券を発行するとともに，通

貨及び金融の調節を行うことを目的とする」 (1条 1項），「銀行券は，法貨と
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して無制限に通用するJと規定している（46条2項）。さらに日本銀行の会

計規定別表の貸借対照表上「発行銀行券」は負債の部に記載される（4 I。また，

預金通貨は預金者が銀行に対して有する金銭債権であり，銀行に支払いを求

めることができる。一方，「仮想通貨」には発行者がいないので，出指した金

額の償還を求めることができない（5）。

もう一つの違いは，現代の「通貨」は国家の枠の中にあるが，「仮想通貨J

は後述のように当該仮想通貨に対する特定の共同体の構成員の信認に支えら

れ，この共同体の中では普遍的に財産的価値を認められることである。ただ

しこの信認を失えば，霧消しかねない。この共同体は国境を持たないから，「仮

想通貨」は特定の国家に連結することはない。

「通貨」自体には価値がないが，通貨で表示された財産を保有する私人・私

企業には居住地，所在地と国籍がある。通貨で表示された財産の取引をする

私人・私企業があり，一方が対価を支払ったのに，相手方がそれに見合う引

渡しを怠れば，債務不履行となる。これらの事態に備えて，民事法は取引法

を定め，税法は課税の基準を定めている。「仮想通貨」もこの点では「通貨」

と同様である。たとえば，債務者が破産した場合，仮想通貨で表示される財

産は破産財団を構成するであろうし（6 I，民事執行にあたって仮想通貨で表示

(4) 日本銀行ホームページ（http://www. boj. or.j p/z/sp/announcements/education/ oshiete/ 

outline/a23.html）。

(5) このため，改正前の資金決済法になかった「財産的価値」という表現を定義に加え

たものと思われる。従来のわが国では，外国為替及び外国貿易法に「財産的価値」と

いう表現がある（ 6条 I項7号ハ）。類似した表現として，国税徴収法基本通達は，滞

納処分による差押対象財産を「差押えの対象となる財産は，金鍾血血隼を有するもの

でなければならない」とし，相続税基本通達は，相続税法にいう「財産」について「金

銭に見積ることができる藍遺血血盤のあるすべてのもの」としている。改正前の資金

決済法は，前払式支払手段の発行者に「発行保証金」の供託を義務付け，改正後も踏

襲している。一方，仮想通貨には発行者がないので，交換業者を監督規制の対象とし

ているが，交換業者には保証金の供託義務はない。
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された債務者の財産も差押えの対象であろうが具体的にはどのように行う

か17I，などの問題がある。税務上も解決すべき問題がある（討）。租税法律主義

の要請上，課税非課税について法令上の根拠を要する（ヘたとえば資金決済

法の改正の前から仮想通貨取引への消費税課税の可否の問題が議論されてき

たが（10），平成29年度の税制改正大綱が「資金決済に関する法律に規定する仮

想通貨の譲渡について，消費税を非課税とする」と述べている程度であり ill).

またその法的検討は明らかではなドへそれ以外にも納税者が仮想通貨によっ

( 6) 東京地判平成 27年8月SHは，インターネット上のピットコイン取引所の運営会社

が民事再生手続の廃止後に破産手続開始決定を受けて，同取引所利用者がビットコイ

ンに対する取戻権（破産法62条）を主張した事件である。判決は，「ピットコインが

所有権の客体となるために必要な有体性及び排他的支配可能性を有するとは認められ

ない」として取戻権を認めなかった。

( 7) 岩原教授は，電子マネーについて，「電子マネー所有者が倒産したような場合に，電

子マネーの差押をいかに行うかは 大変悩ましい問題である。これは電子マネーをい

かに法律構成するかに絡んでいる。金券，有価証券，無記名債権と構成すれば，執行

官が証券を占有することによって執行することになるが，電子マネーの場合，差し押

さえるべき証券がなし、。金銭債権説，振込指図説は，まず誰を債務者とするかがはっ

きりしない（発行者かメンバー銀行か）。そもそもオープンルーフ型電子マネーのよう

に転々流通する電子マネーにおいては，差押が実際上極めて困難である」と述べてい

る（岩原紳作『電子決済と法』（有斐閣， 2003)502頁）。

(8) 土屋雅一「ビットコインと税務」税大ジャーナル 23号（2014年5月）はこの問題を

とりあげている。

( 9) 消費税法4条l項は，消費税の課税対象を「j'fj内において事業者が行った資産の譲渡

等jとしここには資産譲波のほかに，「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及

び貸付け並びに役務の提供」が含まれる。同6条 1項は，資産譲i度のうち，消費税を課

さない取引を別表第一に列挙することを規定し別表第ーには，「有価証券」と「支払

手段」の譲渡（2号），「物品切手」（4号ハ）の議波，「外国為替業務に係る役務の提供J
(5号ニ）などを挙げている。次に「；合価証券J「支払手段Jについて，消費税法基本通

達の「第2節・有価証券等及び、支払手段の譲波等関係jは，「支払手段の範岡jとして「銀

行券，政府紙幣，小額紙幣及び硬貨」，「証票，電了機器その他の物に電磁的庁法により

入力されている財産的価値」などを挙げている（ 6 2 3 (1））。消費税法上，仮想通

貨の譲渡を消費税非課税とするためには別表に掲げる必要があることになる。
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て納税することはできるか〔131＇納税者が滞納した場合に仮想通貨は滞納処分

による差押えの対象財産となるか（14）といった問題がある。

仮想通貨の取引が限られた範囲で行われているのであれば，資金決済法の

規定でも特段の問題を生じないかもしれないが 金融機関がビジネスとして

固有の仮想通貨を導入し電子商取引業者が仮想通貨の決済を認めるように

なっているから，私的な仮想通貨の使用は増えよう L貯。

II 資金決済法の変遷

「仮想通貨jの定義が設けられたのは，「資金決済法Jである。

Ool 2014年6月19日の自民党 IT戦略特命委員会の「ピットコインをはじめとする『価

値記録』に関する中間報告」は，仮想通貨を「価値記録jと構成し，「通貨と『価値記録』

の交換，『価値記録』と物・サービスの交換，『価値記録j同士の交換に対しては消費

税を課税，また，『価値記録Jによるキャピタルゲインに対しでも課税」とした。

(11) 平成28年 12月金融庁「平成 29年度税制改正について 税制改正大綱における金融

庁関係の主要項目」を参照。

(12) これはわが国だけの事情ではなく，欧州中銀の 2015年の報告書は「各人格の法的義

務に関する情報が欠落しているため，利用者は契約が違法または執行不能とされるよ

うな思わぬ法的要件に直面する可能性がある。多くの国で税制は明確に定めておらず，

利用者に追加負担を求めるなど，変化があるかもしれない」としている（European

Central Bank, Virtual cuπency schemes -a further analysis, February 2015, p. 21)。

(13) 国税通則法（昭和 37年法律第66号）は，国税の納付の手続として「金銭」（34条 l

項）や「口座振替」（34条の2）を定めている。地方税法はクレジットカードによる納

付も認めている（231条の 2第6項を参照）。仮想通貨による納税を認めるためには，

これら条文上の根拠を要しよう。

(14) 凶税徴収法は，国税を一定期間に納付しない滞納者「の国税につきその財産を差し

押えなければならない」としている（47条）。国税徴収法基本通達は，滞納処分による

差押対象財産を「金銭的価値jを有するものとしている。

(15) 今回の法改正の審議に当たった金融庁所管の「決済業務等の高度化に関するワーキ

ング・グループ」の第5回会議（2015年 11月25日）で金融庁の責任者から仮想通貨

について「現時点では私法ヒの位置付けも明確ではない」との発言があった。ただし

これは仮想通貨による「供託・信託を行うことJに関するものである。
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同法の沿革をたどると 1932年に制定された「商品券取締法」（昭和 7年法

律第 28号）に至る。当時の前払式の支払手段は商品券であり，同法は，商品

券の所持者や利用者を保護するためとして，商品券の発行者に一定金額の金

銭，国債等を供託することを義務付けていた161。名称どおり規制目的の法で

あり，この性格は法改正にかかわらず変化がない。

その後， 1980年代前半から乗車券や公衆電話などの大量かつ画一的なサー

ビス提供の対価支払の手段としてプリベイド・カードが使われ始め117），この事

態への対応として，「商品券取締法Jが廃止され，「前払式証票の規制等に関す

る法律」（前払証票法）（平成元年法律第 92号）が制定された。前払式証票と

して，プリベイド・カードや商品券，ギフト券など物理的に知覚可能な「証票」

が想定され，この法律も前払式証票の発行者に対する監督規制を目的とした。

その後，「近年の情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化等の資金決済

システムをめぐる環境の変化に対応するため」として，前払証票法が廃止さ

れ，「資金決済法」が制定された。同法は，「前払~iE票」に代えて，「前払式支

払手段jとし寸概念を導入しだへこれは「証票，電子機器その他の物に記

(16) 商品券取締法の供託義務は，前払証票法に踏襲され（13条），さらに資金決済法でも

踏襲されている (14条）。

(17) 公衆電話のためのテレホンカードは 1982年 12月に発行され，当時の国鉄がオレン

ジカード（自動販売機で乗車券を購入するためのカード）を開始したのは， 1985年3月，

磁気式図書カードの導入は 1990年である。 2006年には JCBがプリベイド商品券とし

てQuoCardサービスをスタートさせた。

(18) 「支払子段」とし寸概念は「外国為替及び外国貿易法J（外為法）（昭和 24年法律第

228号）にある。外為法は，わが国の同際収支の均衡と通貨の安定のため，外国為替，

外国貿易に関して必要最小限の管理を行うことを日的とする法律であって（ 1条），「通

貨「仮想通貨Jを定義するものではない。｜司法6条は「支払子段」を「銀行券，政府紙

幣，小額紙幣及び硬貨」，「小切手，為替手形，郵便為替及び信用状」と「証票，電子機

器その他の物に電磁的方法（電f的hit、，磁気的方法その他の人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）により入力されている財産的価値であって，不特定又

は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの」と定義しているの
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載され，または電磁的方法により記録される金額または物品ないし役務の数

量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号，記号その他の符号Jをい

うとされた119）。従来の物理的に知覚可能な証票に加えて，電磁的方法で発行

され，管理される支払手段が追加されたが，これはいずれも発行者の存在を

前提としていた。

そして今回の資金決済法の改正である。これまでの前払証票法，改正前の

資金決済法は証票等の発行者に対する監督・規制を目的とする法律であり，

改正後の同法は仮想通貨の交換業者に対する監督・規制を加えるのみであり，

資金決済法の業法としての法的性格に変化はない。

ただし今回の資金決済法改正での「仮想通貨」の登場は，その審議の過

程を見ると，かならずしも積極的な意図があったようには思われない。

2014年9月26日，金融担当大臣は金融庁所管の金融審議会に「決済サー

ビスの高度化に対する要請の高まり等を踏まえ，決済及び関連する金融業務

のあり方並びにそれらを支える基盤整備のあり方等について多角的に検討す

ること」という諮問を発し， 2014年 10月9日から翌年4月22日まで延べ 12

回にわたって「決済業務等の高度化に関するスタデイ・グループ」で議論さ

れている。第 1回の会議に提出された事務局説明資料「決済をめぐる状況と

決済に関連する制度の概要」には「仮想通貨jのテーマは上がっていない。

ょうやく第 11回会議（2015年3月24日）において一委員から「今後間違い

なく大きくなるのは，仮想通貨を通じた決済」との発言があった程度である

(2015年4月28日の同グループ「中間整理」を参照）。その後このグループ

は「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」に改組されたが，

その第 1回会議（2015年7月23日）に提出された金融庁総務企画局作成「『中

(19) 具体的には，発行者が管理するサーバに記録されるプリペイド型電子マネーであり，

カードやICチップに記録されないものが該当する。ただし業者が消費者に提供する「ポ

イント」も発行者側が管理するが，これは前払式支払手段には当たらないとされている。
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間整理』で示された主な課題等についてjではじめて「仮想通貨jに対する

規制の必要性が述べられた。この「仮想通貨」の突然の登場は， 2015年6月

上旬ドイツ・エルマウで開催された G7サミットにおける宣言（われわれは

仮想通貨その他あたらしい支払手段を介するものを含め，すべての資金の流

れの一層の透明性を確保すべくアクションをとる）に応えるものであり，ま

たOECD加盟国を中心とした政府・国際機関の会合の場である金融活動作業

部会（FinancialAction Task Force, FATF）が2015年6月に発表した「仮想通

貨に対するリスク・ベース・アプローチ指針」（FATF,Guidance for a Risk幽

Based Approach: Virtual Currencies, June 2015）に対応したものと思われる。同

指針は「仮想通貨と法定通貨を交換する交換所（exchanger）に対し，登録・

免許制を課すとともに，顧客の本人確認や疑わしい取引の届出，記録保存の

義務等のマネロン・テロ資金供与規制を課すべきである」と述べているから

である。こうした世界的流れを受けて， 2015年 11月16日の金融庁所管のワー

キング・グループの第4回資料で「「仮想通貨』の今後の展開については様々

な見方があるが，『仮想通貨』は法定通貨等に類似した決済手段として機能し

うる財産的価値であり，同時に，従来の法定通貨と異なり，個人がインター

ネット上で自由に移転させることができるという技術的特性を有し」，「今後，

特にインターネットにおける決済手段としての利用や安価な国際送金の手段

などを中心に，利用が拡大していく可能性が高いとする指摘」もあるとして

「仮想通貨」が取り上げられている。具体的には「仮想通貨」を巡る法制面で

の課題として，マネ・ロン対策と利用者保護の2点を指摘した。

今回の資金決済法の改正は，仮想通貨のマネ・ロン対策と利用者保護とし

て，仮想通貨交換業者の登録，分別管理義務，金融庁の監督，指定紛争解決

機関による ADRなどを規定している。

m 「通貨」の概念

わが国は明治初年以来，「通貨」を法定通貨としてきたことは前述のとおり
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であるぽ））。民法は「債権の目的物が金銭であるときは，債務者は，その選択

に従い，各種の通貨で弁済をすることができる」と規定し（402条 1項），同

条について，我妻教授は「通貨とは，強制通用力のある貨幣の意味であり，

強制通用力の有無とは，この効力を有する範囲の貨幣U をもってする弁済は

本旨に従う弁済になるという意味である」とし（泣），一般にこの考え方がとら

れているほ：JI。金銭債務は「金銭」で弁済しなければならないから，仮に口座

(20) 例外はある。わが国の通貨法は，明治4年5月10日太政官は布告267号「新貨f条例」

を発したことに始まる。同法は「新貨幣ノ稀呼ハ国ヲ以テ起票jするとした。その後，

明治8年6月25日大政官布告 108号「貨幣fl条例jで一部改正し，明治 30年3月29日

法律第 16号「貨幣法」で「貨幣ノ製造及議行ノ権ハ政府ニ属ス」とした（ 1条）。一方，

明治初年には民間銀行による発券が認められた。すなわち明治5年に「閏立銀行条例」

が制定され，国立銀行（ただし民間資本）に紙幣の発行を義務付けたのである。明治

維新後には積極的な殖産興業政策がとられたものの，当時，資金調達を不換紙幣の発

行に依存し，明治 10年の西南戦争に際して，不換政府紙幣，不換国立銀行紙幣が大量

に／！＼回り．激しいインフレーションが生じ，明治 14年，当時の大蔵卿松方正義が，正

貨免換銀行券発行のため，中央銀行設立を構想、，明治 15年6月，日本銀行条例が制定

され，同年 10月，業務を開始した。

(21) 同教授の執筆の当時は「貨幣法」（明治 30年法律 16号）が施行され，金貨，銀貨，

白銅の貨幣が規定されていた。我妻教授は，銀行券も「貨幣」に含めて論述している

ようである。

(22) 我妻栄『新訂・債権総論』（岩波書店， 1964)37資。

(23) 金融研究センターのレポートは「狭義の『マネー』を法的にいえば， f通貨』であり

（民法第 402条第 l項本文），『通貨Jとは，『貨幣J及び『日本銀行法第 46条第 l；項の

規定により日本銀行が発行する銀行券』である。そして，それぞれの法律により，『貨幣J

は，制限的に，『日本銀行券』は，無制限に，それぞ、れ『法貨jとして通用することと

される。いわゆる強制通用力である。そして，その意義は，『それをヲ｜き渡すことによっ

て，金銭債務の本旨に従った弁済としての効力を有するもの』とするのが最も法的な

定義ということになろう。したがって，法律上の通貨（法貨）は，民法にいう『金銭』

と概ね同義となる。このように，通貨は，我が国内における限り，金銭と概ね同義で

あり，その法的性質は，取引の種類を問わず，あらゆる金銭債務の弁済に用いること

ができるものである」と説明する（杉浦宣彦・片岡義広「電子マネーの将来とその法

的基盤」金融研究センター・デイスカッションペーパー 2003年8月28日）。
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振替の方法を採るとこれは弁済ではなく代物弁済にあたるというのが通説と

されているおIO 電子マネーによる弁済についてもこれを代物弁済とする意見

がある明。「通貨」を貨幣（鋳造貨）と中央銀行券に限定するのは，伝統的法

律学上の「通貨」（money）の概念である（却Io

イギリスのマン教授は通貨の法的側面を論じる著書の中で，通貨の概念に

(24) 「現代における取引の特徴として，隔地者間での取引の増加等により，金銭債務の履

行の多くが，銀行振込みやクレジットカードによる支払等により行われているという

指摘がされており，普通預金ぞ当座預金等の流動性を有する預金口座への振込みは，

現代の日常生活において非常に重要な役割を呆たしている。しかし民法にはこの点

に関する規定が置かれていないため，①流動性預金口座への振込みが，金銭債務の弁

済と代物弁済（民法第482条）のいずれに該当するか，②流動性預金口座への振込み

による金銭債務の消滅時期がいつかといった基本的な法律関係が必ずしも明らかでは

ないという問題が指摘されている」（民法（債権関係）の改正に関する検討事項 (12)

詳細版（民法（債権関係）部会資料 17-2), 104頁）。

(25) 上田研究員は，電子マネーによる支払いについては，①電子マネーの情報を重視す

る構成として，金券説，価値説，代物弁済説があり，②裏付けとなる法律関係を重視

する構成として，債権譲波説，支払指図説，免責的債務引受説があるとする（上田恵

陶奈「法制度改革と電子マネーにおける立法の方向性」野村総研 2010年）。いずれに

しても金銭による弁済ではなく，電子マネーによる弁済の有効性は契約に恭づく。

(26) 新版・新法律学辞典（有斐閣）は次のとおり説明する。通貨（民法 402条l項， 2項，

3項， 403条後半）ー通用の広義の貨幣。鋳造貨幣のほか紙幣及び銀行券を合む（刑

148参照）。一般にはその用法はかならずしも厳格でないが，法律kは強制通用力のあ

る貨幣すなわち法貨に限るのが通常である。金銭（民法 399. 402) money, Geld, 

monnaie, espとce，財貨の交換を媒介物として国家が定めた物。強制通用力をもっ貨幣ば

かりでなく，取引上貨幣として通用する日山通貨も含めて用いることが多い。金銭は

純粋に交換価値を体現し個性をもたない特殊の物であるから，盗品又は遺失物である

金銭について即時取得の規定の適用はなく，市有取得者が常にその所有権を取得する

と解されている。貨幣： money,Geld, monnaie, espとce，狭義では貨幣法上の貨幣すなわ

ちいわゆる鋳造貨幣だけを意味するが，ふつうは強制通用力のある支払手段，すなわ

ち紙幣・免換銀行券（現在はない，日本銀行券がこれに代わる）等を合めて用いられる。

この窓味の貨幣は通貨（民 402）・法貨（貨幣7 臨時通貨 3）とも呼ばれる。狭義の

貨幣の製造発行は政府が独占する（貨幣 1）。
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二つの理論があるとしている。ひとつは通貨国家高権説（StateTheory of 

Money）で「通貨国家高権説は，歴史上長期間，国家が引き受けることに成

功し現在の国家機構法上も一様に採用する，通貨に対する主権または独占

の必然的結果」であり，「国家により創設されず または認められていない通

貨の流通を許すことは，国家の通貨特権の否定に等し」く，「現にアメリカの

ほぼ全土で適用されている統一商事法典（1958年版）は，通貨を政府の是認

の有無によって定義し12ぺ通貨とは『その流通通貨の一部としてJ政府によっ

て『認められまたは採用された』交換手段であるとする」ものである。イギ

リスでも「通貨特権の存在は疑うまでもなく， したがって通貨国家高権説が

支配的である。造幣特権は過去数世紀，国王特権の一部と認められ，ブラッ

クストンは『通貨の鋳造はどこの国でも主権行為である』とまで、言っている（却）。

これらの国王の権限の多くは現在は法規定に基づくが，原則は揺らいでいな

いJとしている倒。これは政府発行の貨幣と日本銀行券を通貨とするわが国

の通貨法も共通である制。

一方，同教授は論文の冒頭，「通貨は人類の経済生活についてだけでなく，

(27) 現在のアメリカ統一商事法典51 -201 (24）は「『通貨』（money）とは，現時点で，

圏内または外国政府によって認められまたは採用されている交換手段（mediumof 

exchange）をいう。この語は，政府問機関によって，または複数回問の条約によって

設けられた通貨の計算単位を含む」と規定している。マン教授は民間銀行の Royal

Bank of Scotlandによる通貨発行の例を挙げており（p.55），わが国でも前述の通り，明

治初年には，民間の銀行が発券したことがある。，民間銀行の BanqueInternationale a 

Luxembourgは1856年の設立以来，銀行券を発行したが，当初政府は法定強制力を認

めず， 1914年にようやくこれを認めた（ユーロ導入により停止）。かならずしも通貨の

発行は国家または中央銀行でなければならないものではないようである。

(28) マン教授は，ブラックストンが国王特権として「通貨の鋳造はどこの国でも，主権

の権力の行為」とする個所を引用する（W.Blackstpone, Commentaries of Laws of 

England, Book 1, Chapter the seventh: of the King’s Prerogative）。

(29) F.A.Mann, The Conception of Money, The Legal Aspect of Money, 3rd ed., Oxford, 1971, 

p.14. 
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すべての法分野にとって基礎的な概念であり，法律家の日常の多くの仕事は

『通貨』やこれに関連した取引や制度，すなわち債務，損害，価値，支払い，

価格，資本，利息，税金，遺産などを扱う。通貨ということばは極めて頻繁

に使われ重要で、あるが，かえってことばに固有の困難があることを見過ごし

多様な機能ゆえの多様な意味を忘れてしまうJと書j 通貨に関するもう一

つの説として通貨社会基盤説（SocietaryTheory of Money）を説明している畑。

「危機時または緊急時には経済生活の習慣や人々の信認が貨幣を作り出す力

を持っと考える者」は通貨国家高権説を批判し，「通貨に関する現象において

決定的なのは国家ではなく，人々の態度」であるとする説であり，これは「経

済学者が支持するところであるが，一部法学者も支持する」とし「法律家は，

経済学者の分析による通貨の機能のうち，普遍的な交換手段であることを基

本的機能であるとし，通貨を法的に定義する場合にこの点を考慮している。

通貨の管理供給などの通貨政策 通貨量とその安定という問題は，法律家の

関係するところではなく，法律家は，経済学者が郵便貯金口座，銀行口座，

国債，銀行小切手，為替手形および小切手を通貨と位置付ける見方を活用し

『銀行通貨』（記録通貨）を法律上通貨として扱うことができる」ことを述べ

ている。

(30) 日本銀行金融研究所の報告書は，「わが国においては，明治政府による新貨条例制定

の背景に，『貨幣鋳造製作の大権』は政府が収撹し貨幣（硬貨）にかかる法制の整備，

精巧級密な鋳造製作による偽造の防止は政府の権務であるとの考え方があった」とし

ている（「中央銀行と通貨発行を巡る法制度についての研究会」金融研究所・金融研究

(2004年8月） 40頁）。

(31) Mann, op. cit .. pp. 5, 22.マン教授は，通貨自体と価値の交換手段としての物質 （chattel)

の区別を強調している。すなわち「通貨それ自体は交換の日的ではなく，その手段で

あり，商品・財貨 （commodity）ではない」が，「一定の経済領域で一定の時期に交換

手段として普遍的に使用されることは，通貨の不可欠の要件であって，為替手形，小

切手，銀行小切手，印紙，郵便為替，カジノのチソフ＼クーポン，金塊，国債，その

他のものが通貨概念から除かれる理由」であるとする。
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経済的な通貨概念については，前述の通り金融当局が発表するマネー・ス

トック概念がある。日本銀行は「我が国の通貨統計は， 1940年代後半までは，

貨幣流通量を含めた現金発行高が中心」であったが 「1949年に『預金通貨

および現金通貨』統計が作成され，通貨の範囲はやや拡張されたが，預金通

貨は当座預金に限られるなどその範囲はごく狭いものとなっていた。預金通

貨に要求払預金全体を含めて，今日のマネーストックの原型ともいえる体系

が出来上がったのは，『通貨増減要因分析J統計の公表が開始された 1955年

のこと」であり「統計が見直された背景としては，経済規模の拡大とともに，

預金通貨が取引の決済手段として飛躍的な増大を示したこと，また，通貨理

論上も『いつで、も流動化できる要求払預金は，通貨に含めるのが適当であるJ

という考え方が支配的になってきたことの2点を指摘できる」と説明してい

る1321。金融政策・経済上は，法律上の法定通貨概念にかかわらず，預金通貨

も通貨とされている。

仮にわが国で「通貨」を法定通貨以外に銀行預金口座の振替や小切手といっ

た支払手段まで含めるとすると，口座振替を代物弁済でLあると構成する必要

性はなくなるが，民法の金銭債務の弁済の規定があるため，債権者は現金通

貨ではなく，口座振替や債務者振出の小切手で弁済されてもこれを拒むこと

ができなくなる。

実は，法律上，通貨を貨幣・銀行券と預金通貨に拡大している例がある。

フランス通貨金融法典は，法律上，政府鋳造貨幣と中央銀行券（以上を信認

通貨 monnaiefiduciaire という）（お）と銀行預金通貨による支払い（！es

(32) 日本銀行調査統計局「マネースト yク統計の解説」 2014年 8月。 マネーストック

では， Ml二現金通貨（口本銀行券発行高と貨幣流通高）＋全預金取扱機関に預けられ

た預金通貨（要求払預金（当座，普通，貯蓄，通知，別段，納税準備） 金融機関保

有小切手・手形， M2＝現金通貨＋［玉l内銀行等に預けられた預金などと定義されている。

したがって銀行券，貨幣と銀行預金をベーシァクなマネーととらえている。

(33) L.122-1条 強制通用力を有する紙幣はし14ト5条の定めるところにより発行される。

以下略
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instruments de la monnaie scripturale）を「通貨J(monnaie）と規定している制。

預金通貨の支払手段とは，銀行小切手，為替手形・約束手形および口座振替

という銀行預金口座を介した支払手段であり，小切手や為替手形はそれ自体

が通貨ではなく，その記録通貨として支払手段である。この通貨概念の拡張

はマン教授がいう通貨社会基盤説に近い。ただし同法典は一定金額につい

て貨幣や銀行券での支払いを禁じるほか，労働法典は給与の支払について法

定通貨，または横様小切手ないし口座振込によると規定し（L.3241-1条），ま

た記録通貨の支払手段は 当事者の合意を要するとしている（金融法典 L133

6条l項）。結局，法律上の「通貨」の概念の広狭は，金銭債務の弁済とし

ての効果を認めるか否かにかかっているので，拡張だけでは通貨概念の明確

化に資することはない。

N 「仮想通貨」の交換業

改正後の資金決済法が監督・規制の対象とするのは「仮想通貨交換業」で

ある。これは「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」，「前号に掲げる

行為の媒介，取次ぎ又は代理」，「その行う前二号に掲げる行為に関して，利

用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること」とされている（改正後資金決済

法2条7項）。仮想通貨の交換業務の性質について金融機関の為替業務と同じ

であるとする判決がある。

欧州司法裁判所 2015年 10月22日判決（ι264/14）は，仮想通貨の交換業

を付加価値税の非課税としたが その理由は仮想通貨交換は一種の為替取引

であるという。事件は，スウェーデン同籍の Hedquvist氏が国内でインター

ネット経由で法定通貨と仮想通貨（ピットコイン）（おめ交換業を始めるにあたっ

(34) L.121-1条 わが凶で強制通用力があるものを除き，外凶の鋳造貨幣は公金の納付と

現金払いに認めない。 Ll21-2条 法定通貨（courslegal)で，フランスで流通する強制

通用力（lepouvoir liberatoire）を有する鋳造貨は，パリ造幣局 (IaMonnaie de Paris）で

製造する。
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て，事前に同国税務当局に交換行為が付加価値税の非課税であることの確認

を求めたことに始まる。付加価値税に関する欧州法は， 2006年 11月28日の

付加価値税の共通化に関する欧州連合指令2006/112/ECであり，その2条 1

項は「域内で行われる有償の物品引渡し」と「同じく有償のサービス提供J

を原則として付加価値税の課税対象とし 135条 1項が一定の取引を列挙し

て，加盟各国によるこれら取引の付加価値税非課税を認めている。具体的には，

135条 1項d号は「債権回収を除j 預金，当座預金，支払い，振込，債権，

小切手その他有価証券にかかわる買取りを含む取引」， e号は「通常は法定支

払手段に使われず，または古銭学的関心の対象である，金・銀その他貴金属

貨幣および紙幣など収集の対象となる通貨と紙幣を除いて，通貨（currency,

devise）と銀行券および貨幣であって，法定支払手段であるものの取ヲ｜」（注：

法定支払手段が銀行券・貨幣だけを指すのか，通貨も含むのか明確でないこ

とが問題を生じた）， f号は「株式，会社その他法人の持分，債権その他有価

証券の譲渡等の取引で，管理保管を除くJと規定している。これらは一般

に金融機関が提供する業務である。またこの欧州指令を国内法化したスウェー

デン付加価値税法は， l章 l条で原則として「物品の引渡しとサービスの提供」

を付加価値税の課税対象とし， 3章23条 l項で「通常は法定支払手段に使わ

れず，または古銭学的関心の対象である，金・銀その他貴金属貨幣および紙

幣など収集の対象となる通貨と紙幣を除いて 法定支払手段通貨である銀行

券と貨幣の引渡し」，同9項で「銀行・金融サーピスの提供，為替と有価証券

取引」を付加価値税非課税と規定していた。

周囲の所得税委員会（Skatteriittsniimnden）はこの交換業を為替取引と認め，

付加価値税法3章9条に基づいて付加価値税は非課税であると回答した。た

だし同時に同委員会は，「ピットコインという仮想通貨は法律上の支払手段と

(35) 2012年の欧州中央銀行の仮想通貨に関するレポートでは「仮想通貨とは規制されな

い，デジタル・マネーの一種であり，そのデベロッパーによって発行され，通常使われ，

特定の仮想共同体のメンバーの問で使われ，受け入れられる」としていた。
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同様に使用される」が，欧州指令の 135条e号にいう「通貨と銀行券および

貨幣で＼法定支払手段であるもの」とは，銀行券と貨幣のみをいい，その他

通貨を含まないとした。所得税委員会がビットコイン交換業を非課税とした

ことに上部の税務局（Skafteverket）が不服であるとして，同国行政最高裁判

所（HogstafOrvaltningsdomstolen）に上訴した。同裁判所は本事案が欧州法の

解釈の問題であるとして，欧州連合運営条約 267条に基いて，欧州司法裁判

所に先決問題（preliminaryruling）として付託した。行政最高裁は，付託にあ

たって，ビットコインなどの仮想通貨を「発明者により開拓され，特定の仮

想共同体の構成員によって認められた，規制を受けない電子マネー」と表現

している。

欧州司法裁判所は「為替取引の枠の中で＼伝統通貨を見合いに交換される

ピットコインという仮想通貨は動産ではなく，この仮想通貨には支払手段と

しての目的しかな」く，これは欧州指令2条I項にいう有償のサービス提供

にあたることを認めたが続いて 指令や規則など欧州法については厳格な

解釈を要するとしつつ，「指令 135条l項に非課税と定めた目的」に適合しな

ければならない，また「言語の多様性があることから（却），問題となっている

表現の射程は文字通りに行わうべきでなく，欧州指令の経済的目的にある文

脈に沿ってこの表現を解釈すべきである」とし，当該規定は金融取引を指し

ており，ビットコインの交換業は 135条1項e号にいう金融取引であり（ d号，

f号には当たらない），非課税であるということを確認した。

この事件は，表面上は欧州、｜指令の文言解釈が問題になっているが，仮想通

貨の交換業が外国為替取引に類似した金融サービスであることを認定した点

に意味がある。わが国の消費税法は国内で、行われる資産譲渡のうち消費税が

(36) 本事件の事案担当法務官（advocategeneral)の意見書は，各国の言語の翻訳で違いが

あることを認めている。たとえば，英訳では単数の通貨（currency，すなわち法定通貨

の意）であるが，フィンランド語訳では仮想通貨を含む非現金通貨（alI currencies in 

non-cash form）も非課税対象となると読むことができると述べている。
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課されないもの（ 6条1項）として，外国為替業務の支払手段の譲渡と外国

為替業務に係る役務の提供を挙げている（別表第一・第6条関係二，五のニ）。

従来の資金決済法との関連では，物品切手の議渡も消費税が課されないとし

（別表第一・四のハ），物品小切手とは，商品券やプリペイド・カードをいう

とされているので聞，資金決済法全体として，前払式支払手段と仮想通貨の

両方を非課税として統一的に理解することができることになるが，法律上，

文言を要しよう。

この事件はわが国の平成29年度税制改正大綱で消費税非課税の判断の際に

参考にされてはいるが，単に言及されているだけで仮想通貨の交換業が為

替取引であること，為替取引は付加価値税の課税対象ではないこと，をとく

に指摘はしていない。

町 「通貨」全般の仮想性

前述のとおり，現金通貨もそれ自体として使用価値や消費価値があるわけ

ではなく，計算単位，交換手段，蓄積手段に過ぎない。人間の生物的および

知的な生存に必要な物資は 自ら捕獲するか交換によって獲得する必要が

あった。住民が獣を狩り，これを食料，衣料道具に利用したのであり，捕

獲量が消費量を上回れば，保存しあるいは必要な物資の交換に充てることに

なった。本源的には，通貨ではなく，それ自体使用価値・消費価値のある物

質（動産，不動産，午馬）が価値の単位であり，交換手段，価値の蓄積手段

であった。その後，居住社会が拡大すると，物々交換ではなく，価値を表象

する動産が誕生する（担Io 金・銀・貴金属貨幣には使用価値・消費価値はないが，

それ自体は貴金属としての経済価値があり，国家主権の裏付けがなくても流

通する。 16世紀に神聖ローマ帝国で作られたターラー銀貨が全ヨーロッパで

(37) 国税庁のホームページ（https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm）も，支払手段

の譲渡，外国為替業務にかかる役務提供を非課税としている。



18 仮想通貨の法律構成（小梁）

流通したことがこの事情を示している。金・銀・貴金属貨幣はすでに使用価値・

消費価値から講離した仮想の通貨ということができる。さらに近代に入り銀

行券が発行されるが，紙幣にはそれ自体使用価値・消費価値も経済的価値も

ない。金との免換性が信認の裏付けである。さらに 19世紀に銀行制度が整備

され，預金通貨が誕生する。預金通貨の信認の根拠は，現金通貨への交換の

可能性と銀行に対する国家監督である。

通貨は最終的には物資に還元されるものである。現金通貨は物理的な実体

であって，それ自体として交換され，流通し，もっとも物資に近接している。

預金通貨は現金通貨を介して，または小切手であれば，手形交換所というク

リアリング機能のある場所で，振出人Aが受取人Bに一定の金額を支払うと

いう情報（データ）が伝達され，そのあと日銀ネットがAとBが預金口座を

有する銀行間の勝ち負けの決済（セトルメント）を行い，これを受けて，口

座保有銀行がAとBの口座に対応記帳をする。預金者は銀行口座から銀行券・

貨幣を引き出すことができ，これを日常生活に利用する，または銀行口座の

振替やクレジットカードの利用によって支払いにあて，物資を手に入れる手

段となる。さらに仮想通貨は，預金通貨を介して，または仮想通貨の共同体

の他の構成員との取引を通じて，物資を入手することができる。一定の共同

体の信認に支えられた仮想通貨は，その性格がカジノのチップに類似する。

チップはカジノ共同体のなかであれば，財産的価値を有するが，そこを出た

とたんに，チップは単なるプラスティックに変わる。仮にこのコインが外で

も交換，価値表示単位，価値保存の機能を持てば，仮想通貨になる。カジノ

(38) マタイの福音書は「イエスは彼らの悪意を知って言われた，『偽善者たちよ，なぜわ

たしをためそうとするのか。税に納める貨幣を見せなさい』。彼らはデナリオ一つを持っ

てきた。そこでイエスは言われた 『これは．だれの肖像，だれの記号か』。彼らは『カ

イザルのです』と答えた。するとイエスは言われた，『それでは，カイザルのものはカ

イザルに，神のものは神に返しなさい』。ここでいう貨幣はデナリオ金貨であり，すで

にこの時代には金貨が存在した。
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のコインは現物であるから交換できるが，ブロックチェインの電子データで

あれば，これを交換するには仮想通貨内のシステムによらざるを得ない。シ

ステム上の数字では満足で、きずに，預金通貨または現金通貨に転換しようと

すれば，小切手の交換と同じように，仮想通貨システムを全銀システムに連

結させて，クリアリングしさらに日銀ネットによるセトルメントを要する。

換言すると，仮想通貨がそのシステムの中だけで完結しているのであれば（カ

ジノのコイン），一般社会経済（実体経済）で財産的価値はないが，外部のシ

ステムと連結したとたんに通貨としての機能を持つ。この意味では，通貨と

はすべて仮想または形而上の存在である。

この関係を図示すると次のとおりである。

取引当事者

， 

仮想通貨

.... ー『！取引・残高管理システム）

ブロックチェインなど

全銀システム（データ・クリアリング）

、 ，

日銀ネット（資金決済・セトルメン卜） イ一アニ
頼

ユ
信

＼
ミ
の

h

コ一た
パ

れ
ン

さ
メ

鎖
の

聞
で

／金融政策
金融監督

預金通貨

同五司 ｜現金通貰｜ 4一一強制通用力
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現代の法定通貨の信認の根拠は，国家に対する信認である。現在のイギリ

スのポンド紙幣では女王が5ポンド紙幣を持ってきたら 5ポンドを渡すと微

笑んで、いるが，この紙幣に免換性はない。わが国の銀行券も免換性はないが，

日本銀行の貸借対照表の負債に記載された発行通貨は見合いに国債などの資

産を有し明Io これはわが国の紙幣が銀行券であることの産物である。ただし

アメリカは政府紙幣であり，その通貨の発行量は，中央銀行の資産の制約が

なく，国家が自由に定めることができる。

v 仮想通貨の将来

ピットコインを開発したとされる中本聡氏の原論文には触れられていない

が1401’ビットコインの発想はハイエクに由来するといわれている川Io

ハイエクは第一次大戦後のドイツのハイパーインフレーションの実態を見

て，政府の野放図な紙幣発行がその原因であるとし実体経済にもとづいて

資金供給すれば，ハイパーインフレーシヨンを生じることはないとし通貨

(39) 現在の日本銀行券に免換性はない。日本銀行は「銀行券の価値の安定については，『日

本銀行の保有資産から直接導かれるものではなく むしろ日本銀行の金融政策の適切

な遂行によって確保されるべき』という考え方がとられるjようになり，「銀行券は，

日本銀行が信認を確保しなければならない『債務証書』のようなものであるという性

格に変わりはなく，現在も負債として言｜卜Jしていると述べている（ホームページから）。

(40) Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, November 2008 

(41) 欧州中銀の仮想通貨に関する報告書：は「オーストリアの経済学者が極めて活発なも

う一つの関連領域は，通貨論に関するものである。この分野でもっとも著名な学者が

ハイエク（FriedrichA. Hayek, 1899-1992）である。ハイエクは貨幣の脱国営化論といっ

たきわめて影響力のある著書を著しその中で同教授は政府は通貨発行独占権を持つ

べきではないと主張したj と述べている（EuropeanCentrale Bank, Virtual currency 

schemes, October 2012, p. 22 o またシカゴ連銀の文書は，「ピットコインに対する多大の

関心は，ハイエクの思想に示唆を得ており，通貨は国家独占をJf-.めるべきで，その製

造は競争的私的セクターにゆだねられるべきであるとしている。この関係は誤ってい

る。ビットコインは，（これまで）政府から白illではあるが，ハイエクが想像したのと

は異なっている」としている（ChicagoFed Letter, Dec. 2013）。
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発行を独断的な国家に独占させるべきではないと主張した（42）。ハイエクは『貨

幣の脱国営化論』（431で，「技術的にはなにがインフレーションをストップする

かという極めて単純な問題の政治的に実行可能な解決を見出すことに希望を

見出せないというわたくしの絶望のなか， 1年ほと手前に行った講義で，なん

というか驚異的な思い付きに至り，この追及が予想していなかった新たな地

平を聞いている。この考えを進めることに抗しえないが，インフレを防ぐ仕

事は，インフレが生み出す害悪や災いゆえにだけでなく，穏やかなインフレ

でも．自由企業システムの否定を正当化し 自由な社会の存続を妨げるもの

であるから，わたくしにとっては，最大の重要性のあるものである。政府か

ら通貨の発行の独占権を奪うべきであるという思い付きを進めることは，魅

力的な理論的展望を拓き これまで考えられたことのない配置の可能性を示

すものであるJと述べている。

ただし第一次大戦後のドイツのハイパー・インフレーションは，巨額の

戦時賠償の支払いが原因であり，当時のワイマール共和国が野放図に紙幣を

発行したというより，過去の相場にベッグした外貨での賠償支払いを強制さ

れたことが原因と思われる。現在は，インフレが生じる気配はなく，また金

融政策・金融監督があるから 政府が通貨の発行量を恋意的に行うことは考

え難く（44）.健全な金融政策があれば，通貨発行を国家が独占しようと，ハイ

エクが懸念するような事態は想定しにくいのではなかろうか。

(42) 江頭教授は「ハイエクは貨幣の価値を安定させるには貨幣に対する人々の信頼を維

持する必要があると考えていたのである。そのためには，貨幣の発行元である発券銀

行に対する人々の信頼を安定させる必要がある。そして，先に述べたように，ハイエ

クは，競争にさらされている民開発券銀行の方が，独占的な中央銀行よりも貨幣価値

の安定に向けて努力するであろうと人々に信じさせることができると主張した」とし

ている（江頭進「ハイエクと貨幣」経済論叢（1995),156(1): 58頁）。

(43) F. A. Hayek, Denationalisation of Money -The Argument Refined -An A聞か＇sisojthe Theory 

and Practice of Concurrent Currencies, Third Edition，明白 anew Introduction, October 1990 

（日rstEd., October 1976) （『ハイエク全集・貨幣論集』所収）。
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銀行券，貨幣と銀行預金を含むマネーの流通量は，経済の規模に対応する情。

経済規模にかかわらず，仮想通貨が急速に普及しようと，その場合には，現

金通貨や銀行預金通貨が見合いに減少するだけで，これらは相互補完の関係

にある。

そうすると仮想通貨が伝統的な通貨や預金通貨に代替するとは考えにく

い。中本氏は，原論文の中で，「インターネット上の商取引は，ほぼすべて電

磁的支払いを行う信頼された第三者としてサービスを提供する金融機関に依

存している。システムはほとんどの取引に十分に機能しているが，依然とし

て，信認に依存するモデルであるがための固有の弱点をもっている。完全に

取消不能な取引（non-reversibletransactions）は現実には不可能で，金融機関

は紛争の調停に消極的だからである。調停のコスト取引コストを増加させ，

最小限の実行可能な取引規模を制約し少額取引の可能性を減退させ，取消

不能サービスのために，取消不能の支払をする可能性を失わせる大きなコス

トがかかっている」としている。そうであるとすると，仮想通貨は少額送金

(44) 2003年4月，ステイグリッツはわが国に政府紙幣の発行を提言したことがある。小

栗教授によれば「スティグリッツによれば，デフレ経済の下では，政府紙幣の発行は

議論に値する考えであり，『緩やかに増発すればハイパーインフレを引き起こすことは

ありません』といっている」とのことである（小栗誠治「中央銀行券の債務性と政府

紙幣の特質に関する研究」滋賀大学経済学部 Working Paper No.126. 2010年 3}J. 19 

頁）。

(45) 経済企画庁の研究官の報告は「M2+CD全体で見れば実体経済と長期的に安定した

関係を保っている」としている。ただし「通貨種類ごとにはそれぞれ実体経済と長期

安定関係にあるわけではな」く，「実体経済との長期的関係に規定されつつも，その内

部では，その時々の経済状態など長期要幽とは別の要因によって，通貨種類問での代

替が生じている」と説明している。とくに「現金通貨には実体経済活動との聞に短期

的に強い関係が見られるが，預金通貨および準通貨（注．定期預金等の非流動性預金）

については実体経済との短期的関係は弱Jく，「これは，現金通貨需要は特に実物取引

需要が強く，一方で準通貨需要には資産保有動機も相対的に大きいため」であるとし

ている（三平剛 杉原茂「通貨需要とマネーサプライ」経済企画庁 1999年 11月）。
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などの支払手段として限界的に使われるだけではないかとも思われる。

個人が仮想通貨で相続税や譲渡税が課税されるほどの財産を保有するかど

うか，まだ見通しがたい。ただし現在のように仮想通貨に対する差押方法が

はっきりしないのでは，執行逃れや破産手続での財産隠匿の手段として利用

されるおそれはある。


